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（旧版） 第 5 版 2 刷（令和 5 年 10 ⽉ 13 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 6 年 2 ⽉ 29 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
表

紙 

 （⾚枠を削除） 表

紙 

  

  
扉  （⾚枠を削除） 扉  （⾚枠を追加） 
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（旧版） 第 5 版 2 刷（令和 5 年 10 ⽉ 13 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 6 年 2 ⽉ 29 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
は

じ

め

に 

上から 

12 ⾏⽬ 

 今般、令和２年７⽉１⽇に労働安全衛⽣法

に基づく⽯綿則等の⼀部を改正する省令等が

公布され、解体・改修⼯事開始前の調査、届

出の拡⼤・新設、作業の記録等が改正されま

した。 

 

 

 

 令和３年１⽉  

は

じ

め

に 

  令和２年７⽉には労働安全衛⽣法に基づく

⽯綿則等の⼀部を改正する省令等が公布さ

れ、解体・改修⼯事開始前の調査、届出の拡

⼤・新設、作業の記録等が改正されました。 

 また令和５年１⽉には⼯作物の解体または

改修⼯事における事前調査の⽤件について、

⽯綿則が改正されました。 

 

 令和５年１⽉ 

⽬

次 

2 章以

降 

（⾚枠を修正） ⽬

次 

2 章以

降 
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（旧版） 第 5 版 2 刷（令和 5 年 10 ⽉ 13 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 6 年 2 ⽉ 29 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
⽬

次 

2 章以

降 

（⾚枠を修正） ⽬

次 

2 章以

降 
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（旧版） 第 5 版 2 刷（令和 5 年 10 ⽉ 13 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 6 年 2 ⽉ 29 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
⽬

次 

2 章以

降 

（⾚枠を修正） ⽬

次 

2 章以

降 

 

 

 

6 上から

4 ⾏⽬ 

・・・⼦をいいます。この⽯綿⼀本の直径（幅）

は、0.01〜0.1μｍ※すなわち 1 ㎜の 10 万分

の１から１万分の１で、・・・ 

 

・・・すいので注意が必要です。（※μｍは⻑

さの単位です。） 

6 上から

4 ⾏⽬ 

・・・⼦をいいます。この⽯綿⼀本の直径（幅）

は、0.01〜0.1μｍ（マイクロメーター）すなわち 1 ㎜

の 10 万分の１から１万分の１で、・・・ 

 

・・・すいので注意が必要です。 

10 表 1-2 ※ 労働安全衛⽣規則第 13 条第１項２号に掲

げる業務の中に、・・・ 

10 表 1-2 ※ 労働安全衛⽣規則第 13 条第１項３号に掲

げる業務の中に、・・・ 

13 表 2-1 （⾚枠を追記） 13 表 2-1  
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（旧版） 第 5 版 2 刷（令和 5 年 10 ⽉ 13 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 6 年 2 ⽉ 29 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
20 表 2-3 （⾚枠を修正） 20 表 2-3  

 
 

27 上から

6 ⾏⽬ 

・・・なりません（⽯綿則第３条第５項）。 

［調査結果の記録項⽬］ 

 

 

⑨ ⽬視による確認が困難な材料の有無

及び場所  

27 上から

6 ⾏⽬ 

・・・なりません（⽯綿則第３条第７項）。 

［調査結果の記録項⽬］ 

⑨ 事前調査を⾏った者の⽒名（令和８年

１⽉１⽇施⾏） 

⑩ ⽬視による確認が困難な材料の有無及

び場所 

⑪ 事前調査を⾏った者の資格証等の写し

（令和８年１⽉１⽇施⾏） 

⑫ 分析調査を⾏った者の資格証等の写し

（令和８年１⽉１⽇施⾏）  
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（旧版） 第 5 版 2 刷（令和 5 年 10 ⽉ 13 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 6 年 2 ⽉ 29 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
31 図 2-9 （⾚枠を追加） 31 図 2-9  

  

38 上から 

3 ⾏⽬ 

※ ⾼さ２m 以上の 箇所で作業床が困 難

なところの作業のうち、⾼さが５mを超え

る箇所ではフルハーネス型安全帯を使⽤する

こと。⾼さ５m未満は、⼀定の条件に適合す

る胴ベルト型安全帯を使⽤することができ

る。 

除去作業に適合する作業床（⾼さ及び広さ）

を有する⾜場を設置もしくは組⽴てる。 

37 上から 

3 ⾏⽬ 

ａ．⾼さ２m以上の箇所で作業床の設置が困

難なところの作業では、⼀定の条件に適合

する安全帯を使⽤する。 

ｂ．作業床は、除去作業に適合する⾼さ及び

広さを有する⾜場を設置もしくは組⽴て

る。 

 

39 上 か ら

17 ⾏⽬ 

機械能⼒（m3/分/台）×60 分 38 上 か ら

17 ⾏⽬ 

１台あたり機械能⼒（㎥/分）×60 分 

45 上から 

8⾏⽬ 

ｂ．ヘラ、ケレン棒⼜はスクレーパー等で・・・ 44 上から 

8⾏⽬ 

ｂ．ケレン棒⼜はスクレーパー 等 で ・・・ 
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（旧版） 第 5 版 2 刷（令和 5 年 10 ⽉ 13 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 6 年 2 ⽉ 29 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
45 写真 

3-13 

ヘラによる除去作業の例 44 写真 

3-13 

ケレン棒による除去作業の例 

57 上から

13 ⾏⽬ 

・・・常時湿潤な状態に保たなければなりませ

ん。 

 

③ 湿潤な状態にすることが困難な場合の措

置の強化 

 ⽯綿等を湿潤な状態にすることが著しく困

難な場合について、除じん性能を有する電動

⼯具を⽤いる等、⽯綿の発散を抑制する措置

を講じるよう努めなければなりません。 

56 上から

13 ⾏⽬ 

・・・常時湿潤な状態に保つこと、除じん性

能を有する電動⼯具を使⽤すること。（令和６

年４⽉１⽇施⾏） 

③ 湿潤な状態にすることが困難な場合の措

置の強化 

 ⽯綿等を湿潤な状態にすることが著しく困

難な場合について、除じん性能を有する電動

⼯具を⽤いる等、⽯綿の発散を防⽌する措置

を講じなければなりません。 

58 上から 

17 ⾏⽬ 

※⾼さ２m以上の箇所で作業床が困難なとこ

ろの作業のうち、⾼さが５mを超える箇所で

はフルハーネス型安全帯を使⽤すること。⾼

さ５m未満は、⼀定の条件に適合する胴ベル

ト型安全帯を使⽤することができる。 

57 上から 

17 ⾏⽬ 

※⾼さ２m以上の箇所で作業床の設置が困難

なところの作業では、⼀定の条件に適合する

安全帯を使⽤すること。 

78 呼吸⽤ 

保護具 

の種類 

電動ファン付き呼吸⽤保護具  ※  77 呼吸⽤ 

保護具 

の種類 

電動ファン付き呼吸⽤保護具（PAPR）※ 

91 写真 4-

7 

⑫シールチェック（フィットチェック）をお

こなう 

90 写真 4-

7 

⑫シールチェックを⾏う 

96 上から 

3 ⾏⽬ 

（改正 平成 30 年７⽉ 25 ⽇法律第 78号） 95 上から 

3 ⾏⽬ 

（改正 令和４年６⽉ 17 ⽇法律第 68号） 

99 上から 

13 ⾏⽬ 

（改正 令和元年６⽉５⽇政令第 19 号） 98 上から 

13 ⾏⽬ 

（改正 令和５年８⽉ 30 ⽇政令第 265 号） 

100 上から 

4 ⾏⽬ 

（改正 令和元年８⽉８⽇厚⽣労働省令第

33 号） 

99 上から 

3 ⾏⽬ 

（改正 令和５年９⽉ 29 ⽇厚⽣労働省令第

121 号） 

102 上から 

11 ⾏⽬ 

（最終改正 令和４年４⽉ 15 ⽇厚⽣労働省

令第 82 号） 

101 上から 

11 ⾏⽬ 

（改正 令和５年８⽉ 29 ⽇厚⽣労働省令第

105 号） 

102 下から 

1 ⾏⽬ 

第３条（事前調査及び分析調査） 

（上記項⽬全て差し替え） 

101 下から 

3 ⾏⽬ 

第３条（事前調査及び分析調査） 

（上記項⽬全て差し替え） 

106 上から 

2 ⾏⽬ 

第４条の 2 

（上記項⽬全て差し替え） 

105 上から 

19 ⾏⽬ 

第 4 条の 2 

（上記項⽬全て差し替え） 

108 下から 

8⾏⽬ 

第６条の 2 

（上記項⽬全て差し替え） 

108 上から 

10 ⾏⽬ 

第６条の 2 

（上記項⽬全て差し替え） 

111 上から 

7 ⾏⽬ 

第 13 条 

（上記項⽬全て差し替え） 

109 下から 

6 ⾏⽬ 

第 13 条 

（上記項⽬全て差し替え） 




